
 

 

瀬戸市公共用物の管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

令和７年１２月２２日 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市条例第４７号 

瀬戸市公共用物の管理に関する条例の一部を改正する条例 

 瀬戸市公共用物の管理に関する条例（平成５年瀬戸市条例第１４号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係） 

種類 単位 占用料 

電柱、電

話柱その

他これら

に類する

ものを設

置する場

合 

第１種電柱 １本１年

につき 

円 

９９０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

第１種電話柱 ８８０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他の柱類 ８８ 

＜省略＞ 

水管、下

水道管、

ガス管そ

の他これ

らに類す

るものを

設置する

場合◎◎ 

外径が０．０

７メートル未

満のもの 

長さ１メ

ートル１

年につき 

３７ 

外径が０．０

７メートル以

上０．１メー

トル未満のも

の 

５３ 

外径が０．１ ７９ 

種類 単位 占用料 

電柱、電

話柱その

他これら

に類する

ものを設

置する場

合 

第１種電柱 １本１年

につき 

円 

９５０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

第１種電話柱 ８５０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他の柱類 ８５ 

＜省略＞ 

水管、下

水道管、

ガス管そ

の他これ

らに類す

るものを

設置する

場合◎◎ 

外径が０．０

７メートル未

満のもの 

長さ１メ

ートル１

年につき 

３６ 

外径が０．０

７メートル以

上０．１メー

トル未満のも

の 

５１ 

外径が０．１ ７７ 



 

 

メートル以上

０．１５メー

トル未満のも

の 

外径が０．１

５メートル以

上０．２メー

トル未満のも

の 

１１０ 

外径が０．２

メートル以上

０．３メート

ル未満のもの 

１６０ 

外径が０．３

メートル以上

０．４メート

ル未満のもの 

２１０ 

外径が０．４

メートル以上

０．７メート

ル未満のもの 

３７０ 

外径が０．７

メートル以上

１メートル未

満のもの 

５３０ 

外径が１メー

トル以上のも

の 

１，１００ 

令第７条第４号に掲げる

工事用施設及び同条第５

号に掲げる工事用材料◎ 

占用面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２２０ 

その他公共用物を占用す

る場合 

占用面積

１平方メ

ートル１

１，８００ 

メートル以上

０．１５メー

トル未満のも

の 

外径が０．１

５メートル以

上０．２メー

トル未満のも

の 

１００ 

外径が０．２

メートル以上

０．３メート

ル未満のもの 

１５０ 

外径が０．３

メートル以上

０．４メート

ル未満のもの 

２００ 

外径が０．４

メートル以上

０．７メート

ル未満のもの 

３６０ 

外径が０．７

メートル以上

１メートル未

満のもの 

５１０ 

外径が１メー

トル以上のも

の 

１，０００ 

令第７条第４号に掲げる

工事用施設及び同条第５

号に掲げる工事用材料◎ 

占用面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２４０ 

その他公共用物を占用す

る場合 

占用面積

１平方メ

ートル１

１，７００ 



 

 

年につき 
 

年につき 
 

備考 ＜省略＞ 備考 ＜省略＞ 
  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、令和８年４月１日以後に

徴収する占用料等に適用し、同日前に徴収する占用料等については、な

お従前の例による。 


